
吐水口空間とは？

吐水口空間

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成九年厚生省令第十四号）

（逆流防止に関する基準）

第五条　（二）吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。

イ　呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては、別表第二の上欄に掲げる呼び径の
　　区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表下欄に
　　掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。

    と定められています。

    ボールタップを使用した給水装置を備えている消火用補給水槽も､例外ではありません。

　　水槽内は汚泥等沈殿物が底に溜まり、水質的に良い状態とは言えない状況になります。

　　その水がボールタップの故障等により給水管から逆流しない様に、吐水口空間が設けられています。

　　吐水口空間は、水の「逆流防止」の為の空間であり、厚生省令により定められています。
　　
注）消防法で定められているものではありませんのでご注意下さい。

user022


user022


user022


user022



